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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　亜鉛鉱石から亜鉛成分を採取した後の残渣であるインジウム含有物に酸を加えて浸出処
理し、インジウムを含有する第１の浸出液を得る工程と、
　第１の浸出液へ硫化剤を加えてインジウム硫化物を得、得られたインジウム硫化物を硫
酸酸性下でＳＯ２浸出して第２の浸出液を得る工程と、
　第２の浸出液に中和剤を添加して中和した後、当該中和された浸出液からインジウムを
置換析出させ、当該置換析出したインジウムに酸を加えて浸出処理し、第３の浸出液を得
る工程と、
　第３の浸出液を電解して金属インジウムを得る工程と、を有するインジウムの回収方法
であって
　前記第２の浸出液へ添加する中和剤として、水酸化カルシウムおよび／または炭酸カル
シウムと、水酸化ナトリウムとを添加することを特徴とするインジウムの回収方法。
【請求項２】
　前記第２の浸出液へ、中和剤として水酸化カルシウムおよび／または炭酸カルシウムと
、水酸化ナトリウムとを、添加する際、まず、水酸化カルシウムおよび／または炭酸カル
シウムを添加し、次に、水酸化ナトリウムを添加して、前記第２の浸出液のｐＨを２～２
．５とすることを特徴とする請求項１に記載のインジウムの回収方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、インジウム含有物からインジウムを回収する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在、インジウムは、III-Ｖ族化合物半導体としてＩｎＰ、ＩｎＡｓ等の金属間化合物
に、あるいは太陽電池用材料等として、錫をドープした酸化インジウム（ＩＴＯ）の形で
透明導電性薄膜に利用されており、今後その需要は益々伸長するものと期待されている。
しかし、インジウムには主たる鉱石がなく、工業的には亜鉛製錬、鉛製錬の副産物として
、例えば、製錬時のばい煙中に濃縮されたインジウムを回収することにより生産されてい
る。したがってインジウム回収の原料は、Ｚｎ、Ｆｅ、Ｃｕ、Ａｌ、Ｇａ、Ａｓ、Ｃｄ等
の金属不純物を多く含んでおり、またこれら金属成分以外にも微量に含まれる成分の種類
が多い。このため、これら金属不純物を除去し、高純度のインジウムを回収するには複雑
な工程が必要となる。
【０００３】
　そこで、本発明の出願人は、インジウム含有物からインジウムを回収する方法について
、特許文献１を提案した。
　以下、図面を参照しながら特許文献１に係るインジウム含有物からインジウムを回収す
る方法について簡単に説明する。
　図３は、従来の技術に係るインジウムの回収工程の一例を示すフロー図である。
　（１）は、原料であるインジウム含有物を酸で浸出処理し、インジウムと共に酸に可溶
な金属を溶解して浸出液を得る連続的な第１の酸浸出工程である。
　（２）は、酸化還元電位を調整しながら、前記（１）の工程で得られた浸出液に硫化剤
を添加し、Ｃｕ等のインジウム以外の金属を沈殿除去する、脱銅（Ｃｕ等の除去）工程で
ある。
　（３）は、前記（２）の工程で得られたインジウム含有浸出液に硫酸と硫化剤とを添加
して、インジウムを硫化物として沈殿濃縮する硫化沈殿工程である。
　（４）は、前記（３）の工程で得られたインジウム硫化物に硫酸酸性下でＳＯ２ガスを
吹き込むことによりインジウムを選択的に浸出してインジウム含有浸出液を得るＳＯ２浸
出工程である。
　（５）は、前記（４）の工程で得られたインジウム含有浸出液へ、アルカリ金属を添加
してｐＨ２～２．５とし、金属粉（亜鉛粉）を添加し、インジウムスポンジを置換析出さ
せる置換析出工程である。
　（６）は、前記（５）の工程で得られたインジウムスポンジを塩酸等の酸で浸出し、イ
ンジウム含有浸出液を得る第２の酸浸出工程である。残渣となったスポンジ滓は、（４）
で説明したＳＯ２浸出工程へ循環される。
　（７）は、前記（６）の工程で得られたインジウム含有浸出液に硫化剤を添加し、Ｃｄ
等の残留金属イオンを沈殿除去して電解元液を得るＣｄ等の除去工程である。生成したカ
ドミ残渣は、（４）で説明したＳＯ２浸出工程へ循環される。
　（８）は、前記（７）の工程で得られた電解元液を電解して高純度の金属インジウムを
得る電解回収工程である。
　尚、（５）の工程で生成した、インジウムスポンジ析出後のろ過液（置換后液）（１０
）は、（３）で説明した硫化沈殿工程へ循環される。
【０００４】
【特許文献１】特開平１１－２６９５７０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１に記載した発明により、Ｚｎ、Ｆｅ、Ｃｕ、Ａｌ、Ｇａ、Ａｓ、Ｃｄ等の金
属不純物を含むインジウム含有物から、高純度のインジウムを回収することが可能になっ
た。しかし、当該方法では、（５）で説明したインジウムスポンジを置換析出させる置換
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析出工程において、インジウムは、亜鉛末との置換反応により一旦はインジウムメタルと
して沈殿するが、このインジウムメタルをろ過回収している間に、インジウムメタルが再
溶解してしまい、排出される置換后液（１０）中のインジウム濃度が０．５ｇ／ｌと高く
なるため、インジウムの回収率が低い。そこで、特許文献１に記載した発明では、当該置
換后液（１０）を、硫化沈殿工程（３）へ繰り返し、再度インジウムを回収する構成を採
っている。しかし当該構成を採ることで、インジウム回収率を上げるのに限界があるのと
同時に、当該繰り返しのため、硫化沈殿回収工程以降の設備が大規模なものとなるという
課題があった。
　本発明は、上述の課題を解決するために成されたものであり、Ｚｎ、Ｆｅ、Ｃｕ、Ａｌ
、Ｇａ、Ａｓ、Ｃｄ等の金属不純物を含むインジウム含有物から、高い回収率をもってイ
ンジウムを回収することができ、且つ、当該設備をコンパクトなものとすることのできる
インジウムの回収方法を提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明者らは、上記の課題を解決すべく鋭意研究を続けた結果、本発明に到達すること
ができた。
【０００７】
　すなわち、課題を解決するための第１の構成は、
　亜鉛鉱石から亜鉛成分を採取した後の残渣であるインジウム含有物に酸を加えて浸出処
理し、インジウムを含有する第１の浸出液を得る工程と、
　第１の浸出液へ硫化剤を加えてインジウム硫化物を得、得られたインジウム硫化物を硫
酸酸性下でＳＯ２浸出して第２の浸出液を得る工程と、
　第２の浸出液に中和剤を添加して中和した後、当該中和された浸出液からインジウムを
置換析出させ、当該置換析出したインジウムに酸を加えて浸出処理し、第３の浸出液を得
る工程と、
　第３の浸出液を電解して金属インジウムを得る工程と、を有するインジウムの回収方法
であって　前記第２の浸出液へ添加する中和剤として、水酸化カルシウムおよび／または
炭酸カルシウムと、水酸化ナトリウムとを添加することを特徴とするインジウムの回収方
法である。
【０００８】
　第２の構成は、
　前記第２の浸出液へ、中和剤として水酸化カルシウムおよび／または炭酸カルシウムと
、水酸化ナトリウムとを、添加する際、まず、水酸化カルシウムおよび／または炭酸カル
シウムを添加し、次に、水酸化ナトリウムを添加して、前記第２の浸出液のｐＨを２～２
．５とすることを特徴とする第１の構成に記載のインジウムの回収方法である。
【発明の効果】
【００１１】
　第１または第２の構成のいずれかに記載のインジウムの回収方法によれば、各種の金属
不純物を含むインジウム含有物から、高い回収率をもってインジウムを回収することがで
きた。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　本発明は、Ｚｎ、Ｆｅ、Ｃｕ、Ａｌ、Ｇａ、Ａｓ、Ｃｄ等の金属不純物を含むインジウ
ム含有物を広く出発原料として採用し得るが、ここでは、湿式亜鉛製錬に際して副生する
インジウム含有物に適用する場合を例として説明する。
　以下、本発明に係るインジウム回収方法の工程を、図面を参照しながら説明する。
【００１３】
　図１は、本発明に係るインジウムの回収工程の一例を示すフロー図である。
　図１において（１）の工程は、第１の酸浸出工程である。
　当該工程は、中和石こうを硫酸等の酸で浸出する工程で、インジウムと共にＣｕ、Ａｓ
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、Ａｌ、Ｆｅ、Ｚｎ、Ｇａ等の酸に可溶な不純物金属イオンが浸出され、不溶性石こうと
のスラリーが形成される。当該第１の酸浸出に使用する酸としては、硫酸の他に塩酸、硝
酸等を使用でき、硫酸に制限されるものではないが硫酸が最も安価で好ましい。尚、イン
ジウムを浸出する場合の最終硫酸濃度は、２０～４０ｇ／ｌが好ましい。尚、最終硫酸濃
度とは、前記酸に可溶な不純物金属の溶解が終了した時点での硫酸濃度の意味である。
【００１４】
　（２）の工程は、脱銅工程である。
　第１の酸浸出工程で得られたスラリー状の第１の浸出液へ、Ｈ2Ｓ、ＮａＳＨ等の硫化
剤を加え、当該第１の浸出液の酸化還元電位（以下、Ｅｈと記載する。）が５０～３２０
ｍＶ（Ａｇ／ＡｇＣｌ電極を使用して測定した場合）の範囲内に入るように制御する。す
ると、当該硫化剤の添加により、Ｃｕ、Ａｓ等の不純物が硫化物として沈殿除去される。
このとき、上述したように、硫酸濃度が２０～４０ｇ／ｌに制御されているとインジウム
は沈殿しない。この結果、当初の中和石こう中に含まれるインジウムの９０％以上が硫酸
酸性溶液中に移行する。
　第１の酸浸出工程および脱銅工程の処理により、インジウムの９０％以上が硫酸酸性溶
液中に移行しているので、例えばフィルタープレス等を用いて、当該硫酸酸性溶液と沈殿
物（銅残渣）とを固液分離する。この時、一般的には硫化物の濾過性は悪いが、浸出時の
不溶性石こうが濾過助剤の働きをするため濾過性が著しく改善される。分離された銅残渣
は亜鉛製錬の本系統へ送ることができる。
【００１５】
　（３）の工程は、硫化沈殿工程である。
　脱銅工程で得られたインジウムを含有する硫酸酸性溶液へ、Ｈ2Ｓ、ＮａＳＨ等の硫化
剤と硫酸と同時に添加して、インジウムを硫化物（硫化インジウム）として沈殿させる。
そして当該インジウムの硫化物を、フィルタープレス等を用いて固液分離して回収するこ
とで、液中に残るＺｎ、Ｆｅ、Ａｌ、Ｇａ等の不純物を分離除去する。この時、インジウ
ムを含有する硫酸酸性溶液中からのインジウム回収率は９５％以上であり、ろ液（硫化后
液）のインジウム濃度は、最大でも0.15ｇ/ｌ以下であるので、当該ろ液は排水系統へ送
ることができる。
【００１６】
　（４）の工程は、ＳＯ２浸出工程である。
　硫酸酸性下の硫化沈殿工程で得られた硫化インジウムに硫酸等の酸を加え、ＳＯ２ガス
を吹き込みながらへ浸出する。
　ここで、硫化物の浸出法には一般に、（ａ）硫化水素発生型、（ｂ）硫黄生成型、（ｃ
）硫酸生成型の３通りの反応型があるが、硫化インジウムを浸出する場合、（ａ）の反応
では溶解度積が小さいため、インジウムを完全に浸出することができない。一方、（ｂ）
、（ｃ）の反応では酸化剤として酸素を用いる場合、反応温度、圧力をそれぞれ１５０℃
、１２ｋｇ／ｃｍ2のように高くする必要があるためオートクレーブ等の圧力容器を反応
槽としなければならない。さらに、この（ｂ）、（ｃ）の反応でインジウムを浸出するこ
とは可能であるが、酸化力が強力であるため、含有している不純物も同様に浸出されてし
まう。
【００１７】
　そこで、酸化剤としてＳＯ2を用い、（ａ）と（ｂ）との反応の組み合わせを行ない、
酸化力を適度に制御しインジウムは浸出しつつ、他の不純物の浸出を抑える構成を採るこ
とが好ましい。当該構成を採ることで、選択的にインジウムを浸出することができる。こ
の時の温度は常温でもよく、圧力も大気圧でよいため、通常の反応槽を使用することがで
き好ましい。当該反応後、インジウムの９０％以上が浸出液に移行するため、フィルター
プレス等を用いて固液分離することで、第２の浸出液であるインジウム含有浸出液を得る
ことができる。一方、硫黄残渣（ケーキ）は亜鉛製錬の本系統へ送ることができる。
【００１８】
　（５）の工程は、中和工程である。
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　ＳＯ２浸出工程で得られた第２の浸出液であるインジウム含有浸出液へ、アルカリを中
和剤として添加して中和して置換元液を得るが、従来、水酸化ナトリウム等のアルカリ金
属化合物を中和剤として用いていたことに替えて、本発明ではアルカリ土類金属化合物と
アルカリ金属化合物とを用いて中和をおこなう。当該中和の目安はｐＨ１～３．５の範囲
、より好ましくはｐＨ２～２．５の範囲に制御するのが好ましい。ｐＨが１より高ければ
、後の工程で置換剤として加える亜鉛末の使用量が過剰となるのを回避でき、ｐＨが３．
５以下であればインジウムの水酸化物の生成を回避できるからである。さらに、ｐＨが２
～２．５の範囲にあると、後述するインジウム回収の際の回収率を上げることができる。
当該中和に用いるアルカリ金属化合物としては、水酸化ナトリウムが好ましい。一方、ア
ルカリ土類金属化合物としては、炭酸カルシウム、さらに好ましくは水酸化カルシウムで
あるが、これらを混合して用いても良い。
【００１９】
　まず第２の浸出液であるインジウム含有浸出液へ、所定量のアルカリ土類金属化合物を
添加する。ここで、アルカリ土類金属化合物の添加量は、第２の浸出液であるインジウム
含有浸出液に含有されるインジウム１ｇ当たり、０．２ｇ～４ｇの範囲とすることが好ま
しい。アルカリ土類金属化合物を、インジウム１ｇ当たり、０．２ｇ以上添加すれば当該
添加効果が現れ、４ｇ以下の添加とすれば、生成する石膏に付着することによるインジウ
ムのロスを抑制することが出来るからである。当該アルカリ土類金属化合物の添加後、さ
らに、アルカリ金属化合物を添加するが、当該添加量を調整してインジウム含有ＳＯ2浸
出液のｐＨ値を上述した値へ調整し置換元液を調製する。
　当該アルカリ土類金属化合物の添加により、置換元液中の硫酸分と反応して不溶性の塩
が形成され、例えば、アルカリ土類金属としてカルシウムを用いた場合は石膏が形成され
る。ここで、形成された不溶性の塩（例えば石膏）をフィルタープレス等によりろ過し、
置換元液中より除去する。除去された石膏等は亜鉛製錬の本系統へ送ることができる。
【００２０】
　（６）の工程は、置換析出工程である。
　置換元液のｐＨの調整後、インジウムよりイオン化傾向の大きい金属の粉末、例えば亜
鉛末を添加して、インジウムをインジウムスポンジとして置換析出させる。好ましいこと
に（４）の工程で浸出にＳＯ2 を使用しているため（５）の工程に供するインジウム浸出
液中にはＳＯ2 が溶存している。この濃度を０．０５～０．３ｇ／ｌにコントロールする
ことによりインジウムスポンジの塊状化を防止することができ、粉状のインジウムスポン
ジを得ることができる。
【００２１】
　当該置換析出工程においては、置換元液中では、含有されるインジウムがインジウムス
ポンジとして析出する反応と、一旦はインジウムスポンジとして析出したインジウムが、
置換元液に再溶解する反応が進行する。この結果、当該置換元液中のインジウム濃度は、
まず低下し、極小値を経た後、再び上昇する。そこで、当該インジウム濃度の極小値前後
（即ち、インジウムスポンジ生成量の極大値前後）において、当該置換元液を、フィルタ
ープレス等を用いたろ過により、インジウムスポンジと置換后液（１０）とに分離する。
【００２２】
　ここで本発明では、上述したように中和剤としてアルカリ金属化合物とアルカリ土類金
属化合物とを用いたことで、置換元液中よりのインジウムスポンジの析出を加速し、且つ
、当該インジウムスポンジが、置換元液へ再溶解するのを遅延させることができた。その
結果、置換元液中でのインジウム濃度の極小値の値自体が減少し、且つ、当該極小値をと
っている時間が延長されて、上述したフィルタープレス等を用いたろ過工程の間、当該状
態を保つことが可能となった。
　この結果、当該ろ過工程におけるインジウムスポンジの収率を上げることができたと同
時に、置換后液（１０）に含有されるインジウム濃度を、0.1ｇ/ｌ以下と十分に低下させ
ることができ、各種の金属不純物を含むインジウム含有物から、高い収率をもってインジ
ウムを回収することができる様になった。加えて、置換后液（１０）を、硫化沈殿工程（
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３）へ繰り返すことなく、そのまま排水処理工程へ送ることが可能になった。このため、
（３）の硫化沈殿回収工程以降の設備を大幅にコンパクト化することができたと伴に、当
該硫化沈殿回収工程における金属濃度（亜鉛濃度）の上昇を回避できるので、ＳＯ2使用
量を削減することが可能となり、生産コストの削減と環境負荷の軽減という効果を上げる
ことができた。
【００２３】
　（７）の工程は、第２の酸浸出工程である。
　ろ過工程で分離されたインジウムスポンジを、塩酸等の酸を用いてｐＨを０．５～１．
５の範囲内、Ｅｈを－４００～－５００ｍＶの範囲内にそれぞれコントロールして浸出し
、第３の浸出液を得る。この時、インジウムスポンジ中におけるインジウムの９０％以上
が第３の浸出液に移行するため、フィルタープレス等を用いて固液分離する。浸出残渣（
スポンジ滓）にはＣｄ、Ｐｂ、Ｎｉ、Ａｓ等の微量金属が濃縮されて除去できる。そして
、浸出残渣（スポンジ滓）は前記（４）ＳＯ２浸出工程へ繰り返される。
【００２４】
　（８）の工程は、Ｃｄ等の除去（浄液）工程である。
　インジウムを含有した第３の浸出液には、まだＣｄイオン、Ａｓイオン等が残留してい
る場合がある。そこで、当該第３の浸出液へ硫化剤（例えばＨ２Ｓガス）を吹き込み、当
該残留物を残渣として沈殿させることで最終浄液を行なう。当該残渣（カドミ残渣）を固
液分離した後の濾液を電解元液とし、当該残渣（カドミ残渣）は前記（４）の工程へ繰り
返される。
【００２５】
　（９）の工程は、電解回収工程である。
　浄液工程で得られた電解元液を、アノードにＤＳＡ（寸法適格陽極）、カソードにＴｉ
板を用いて電解回収を行ない、高純度の金属インジウムを得る。
【実施例】
【００２６】
　以下、実施例に基づき、上述した本発明に係る中和工程、置換析出工程、およびろ過工
程について図面を参照しながら具体的に説明する。ここで、図２は、縦軸にインジウム濃
度（ｇ／ｌ）をとり、横軸には反応時間（分）をとった、置換元液中におけるインジウム
濃度の経時変化を示したグラフである。
【００２７】
（実施例１）
　上述したインジウム回収工程における、ＳＯ2浸出工程で得られたインジウム含有浸出
液を、アルカリ金属化合物とアルカリ土類金属化合物とを用いて中和をおこなった。
　当該インジウム含有浸出液の組成分析結果は、Zn：40ｇ/ｌ、Ｉｎ：18ｇ/ｌ、Cu：トレ
ース、Aｓ：0.1ｇ/ｌであった。
　当該インジウム含有浸出液１リットルに対し、アルカリ土類金属化合物としてCa(OH)2
を選択して１０ｇ添加した後、さらにアルカリ金属化合物として２５％Ｎa(OH)水溶液を
選択し、ｐＨが２．２となるように添加して中和をおこない置換元液を得た。
　得られた置換元液1リットル中に含有されるインジウムに対し、1.5当量の亜鉛末を添加
し、インジウムスポンジを置換析出させた。尚、当該置換析出の反応温度は60℃、反応時
間は3hrとした。この時の、置換元液中におけるインジウム濃度の経時変化を図２に実線
を用いて示した。
【００２８】
　図２より、置換元液中におけるインジウム濃度は、１５分後には約０．０２ｇ／ｌ迄低
下し、５０分～６０分後に極小値となり、その後、徐々に増加するが９０分後でも約０．
０２ｇ／ｌであることが判明した。
　このことから、中和工程においてアルカリ土類金属化合物としてCa(OH)2を選択し、１
０ｇ添加した後、さらにアルカリ金属化合物としてＮa(OH)を選択した場合、置換析出開
始５分間よりインジウムスポンジを置換析出可能となり、１５分後には置換元液中のイン
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ジウム濃度が０．１ｇ／ｌ以下となり、当該濃度を１５０分間維持していた。
　即ち、実生産規模のろ過工程においても、全ての液をろ過するのに十分な時間が確保で
き、且つ、置換后液中のインジウム濃度を十分に低下させることが可能となった。
　この結果、置換后液を、再び硫化沈殿工程へ戻す操作が不要となり、当該置換后液は、
そのまま排水処理工程へ送ることが可能になった。
【００２９】
（実施例２）
　アルカリ土類金属化合物としてCa(CO3)を選択し、インジウム含有浸出液へ１０ｇ添加
した以外は、実施例１と同様の操作をおこなった。
この時の、置換元液中におけるインジウム濃度の経時変化を図２に一点鎖線を用いて示し
た。
【００３０】
　図２より、置換元液中におけるインジウム濃度は、９０分後には約０．０９ｇ／ｌ迄低
下し、１１０分後に極小値となり、その後、徐々に増加するが１５０分後でも約０．０９
ｇ／ｌであることが判明した。
　このことから、中和工程においてアルカリ土類金属化合物としてCa(CO3)を選択し、１
０ｇ添加した後、さらにアルカリ金属化合物として２５％Ｎa(OH)水溶液を選択した場合
も、置換析出開始７５分間よりインジウムスポンジを置換析出可能となり、９５分後には
置換元液中のインジウム濃度が０．１ｇ／ｌ以下となり、当該濃度を６０分間維持してい
た。
　即ち、実生産規模のろ過工程においても、全ての液をろ過するのに十分な時間が確保で
き、且つ、置換后液中のインジウム濃度を十分に低下させることが可能となった。
　この結果、置換后液を、再び硫化沈殿工程へ戻す操作が不要となり、当該置換后液は、
そのまま排水処理工程へ送ることが可能になった。
【００３１】
（比較例１）
　実施例１と同様のインジウム含有浸出液へ、２５％Ｎa(OH)水溶液を添加してｐＨが２
．２となるように中和をおこない置換元液を得た。
　得られえた置換元液1リットル中に含有されるインジウムに対し、1.5当量の亜鉛末を添
加し、インジウムスポンジを置換析出させた。尚、反応温度は60℃、反応時間は3hrとし
た。この時の、置換元液中におけるインジウム濃度の経時変化を図２に破線を用いて示し
た。
【００３２】
　図２より、置換元液中におけるインジウム濃度は、１４０分後に約０．０９ｇ／ｌ迄低
下し、それを極小値として、増加に転じするが１５０分後には約０．１０ｇ／ｌを超える
ことが判明した。
　このことから、中和工程においてＮa(OH)を用いた場合、置換析出開始９０分間よりイ
ンジウムスポンジを置換析出可能となり、１３５分後には置換元液中のインジウム濃度が
０．１ｇ／ｌ以下となり、当該濃度を維持していたのは１５分間以下であった。
　即ち、中和工程において２５％Ｎa(OH)水溶液を選択した場合、実生産規模のろ過工程
において、全ての液をろ過するのに十分な時間が確保することが困難であり、且つ、置換
后液中のインジウム濃度を０．１０ｇ／ｌ以下に低下させることが困難であった。
　この結果、当該置換后液を、そのまま排水処理工程へ送ることは好ましくなく、再び硫
化沈殿工程へ繰り返す操作が必要であることが判明した。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】本発明に係るインジウムの回収工程の一例を示すフロー図である。
【図２】本発明に係る置換元液中におけるインジウム濃度の経時変化を示したグラフであ
る。
【図３】従来の技術に係るインジウムの回収工程の一例を示すフロー図である。
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